
 

はばたきフェスタ 

 

福祉・文化ゾーン内の各施設を利用するサークル・団体等が一同に会し、相互の交流を深

める事を目的に、市民総参加、参画による楽しいイベントづくりを目的とする。 

大阪狭山市立公民館の指定管理者には、館の総合的な管理運営をしていただくにあたり、

このはばたきフェスタを共催事業として実施していただくことになります。 

以下の基本的な仕様（実施方法や内容など）をもとに、はばたきフェスタ実行委員会及び、

共催団体等とともに共催事業の運営をしてください。 

 

○ 事業内容（基本的な仕様）は、次のとおりとします。 

１ 事業内容   ・総務部会（イベント・講座等・広報など） 

           ・発表部会（踊り・音楽などの発表） 

           ・展示部門（絵・工作などの展示） 

           ・模擬部門（食・レクリェーションなど） 

           ※サークル・団体の都合によっては、上記のとおり計画できない場

合があります。 

２ 開 催 日   １１月で第 1 または、第２土日曜日 年間１回（準備日 前日） 

３ 開催時間   催し内容により異なります。 

４ 対  象   市民 

５ 主  催   はばたきフェスタ実行委員会 

６ 共  催   ①（社福）大阪狭山市社会福祉協議会 ②大阪狭山市立公民館 

③大阪狭山市立図書館 ④大阪狭山市立保健センター  

⑤（公社）大阪狭山市シルバー人材センター 

７ 事 務 局   （社福）大阪狭山市社会福祉協議会と大阪狭山市立公民館とが隔年

交代。 

 

新春こどもまつり 

 

 公民館の全館を使って子ども向けのイベントを開催。公民館の利用グループが日頃の活

動成果や、経験を活かし、子どもだけでなく大人もともに交流し楽しむことのできるイベン

ト作りを目的にした講座を計画し、実施してください。 

 

○事業内容（基本的な仕様）は、次のとおりとします。 

１ 開 催 日   １月 第１日曜日又は第２日曜日 年間１回 

２ 開催時間   午前１０時～午後４時 



３ 対  象   市民 

４ 主    催   新春こどもまつり実行委員会     

５ 共  催   大阪狭山市立公民館 

６ 事 務 局   大阪狭山市立公民館 

７ 事業内容   子どもたちを対象にした体験コーナーや模擬店など 

 


